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八王子市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 

八王子市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年条例第１５号）の一部を次のように改正す

る。 

（一部抜粋） 

 

 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

新 旧 

第１条～第１６条（略） 第１条～第１６条（略） 

  

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

 

項目 内容 

調査活動費 会派が行う日常的な調査

研究、管外及び国外への視

察その他の活動に要する

経費 

研修費 （略） 

資料作成費 会派が行う調査研究その

他の活動に必要な資料の

作成に要する経費 

資料購入費 会派が行う調査研究その

他の活動のために必要な

資料の購入に要する経費 

人件費 会派が行う調査研究その

他の活動を補助する職員

を雇用する経費 

事務費 会派が行う調査研究その

他の活動に必要な文具、消

耗器材等の購入及び通信

に要する経費 
 

 

 

項目 内容 

調査活動費 会派が行う日常的な調査

研究活動並びに管外及び

国外への視察に要する経

費 

研修費 （略） 

資料作成費 会派が行う調査研究活動

に必要な資料の作成に要

する経費 

資料購入費 会派が行う調査研究活動

のために必要な資料の購

入に要する経費 

人件費 会派が行う調査研究活動

を補助する職員を雇用す

る経費 

事務費 会派が行う調査研究活動

に必要な文具、消耗器材等

の購入及び通信に要する

経費 

 



別紙２ 

 

提案理由 

 

政務活動費については、平成 24年 9月 5日に公布された地方自治法の一部を改正する法律（平成 24年

法律第 72号）において、「政務調査費」であった名称を「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究

その他の活動に資するため」に改め、政務活動費を充てることのできる経費の範囲を条例で定めることと

された。 

八王子市議会では、法改正後も政務活動費を充てることのできる経費については、「交渉会派の調査研

究」を基本とし、経費の範囲を広げることなく、八王子市議会政務活動費の交付に関する条例により定め

ていた。 

しかし、議会構成の変化や新たな経費等の増加により、地方自治法が規定するその他の活動部分との切

り分けが困難となっている現状や議員の活発な政務活動を制限することは避けるべきとの考え方から、八

王子市議会政務活動費の交付に関する条例の一部の改正を提案する。 


